
 
 
 
 
 
 
 
 
平成２１年１月２７日付で、薬局製剤業務指針の一部が以下のとおり改正されていますので、薬局

製造販売医薬品の製造及び製造販売に当たっては、十分留意すると共にお手持ちの「薬局製剤指針

（第４版）」の差替えを必ず行ってください。 

 

１．処方番号（処方内容）が変更となった１０品目 

（１）【５】解熱鎮痛薬１－① 

（２）【６】解熱鎮痛薬２－② 

（３）【２１】耳鼻科用薬１－① 

（４）【７２】胃腸薬２４－② 

（５）【１０９】外皮用薬２０－① 

（６）【１１１】外皮用薬２２－① 

（７）【１１９】外皮用薬３０－② 

（８）【１３９】外皮用薬５０ 

（９）【１５７】外皮用薬６８－② 

（10）【１５８】外皮用薬６９－① 

 

２．製造方法が変更となった５品目 

（１）【４】鎮暈薬１－① 

（２）【４０】鎮咳去痰薬１３－② 

（３）【５１】胃腸薬３－② 

（４）【５８】胃腸薬１０－② 

（５）【１６６】かぜ薬８－① 

 

３．追加された１品目 

（１）【１６８】解熱鎮痛薬１０－① 

 

４．その他 

（１）解熱鎮痛薬１０－①（一連番号：１６８）の追加に伴い、 

解熱鎮痛薬１１－①（一連番号：１６８→１６９）以降の一連番号が、１ずつ繰り下げられ

ています。 

 

※ 薬局製剤業務指針（第４版）【差替用】（平成 21 年 01 月 27 日一部改正分）のファイルは、薬

務課ホームページの「薬局製剤の手引き」

http://www.pref.fukuoka.lg.jp/b02/yakkyokuseizai.html 

からもダウンロードが可能です。 

●検索サイトで、「薬局製剤」のキーワードで検索することも可能です。 

  

薬局製剤業務指針（第４版）【差替用】 

平成 21 年 01 月 27 日一部改正分 
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